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                     令和７年 11月 21日 

                     委 員 会 室 

 

 

１  開  会  

 

 

 

２  協議事項  

 

 ⑴  第  111回 12月定例会の運営等について  

 

  ア  定例会の日程等について  

 

 

  イ  その他  

 

 

 ⑵  その他  

 

 

 

３  その他  

 

 



                           【Ｒ７.11.21 議会運営委員会資料】 

 

   第 111回西脇市議会12月定例会の日程等について 

 

記 

 

１ 上程予定議案とその取扱いについて 

  （別紙のとおり) 

 

２ 日程及び会期 

 ⑴ 日程 

   11月25日（火）午前９時30分から 議案説明会 

     27日（木）午前９時30分から 議員協議会 

          午前10時00分から 本会議（第１日） 

≪本会議終了後、資料請求打合せ≫ 

     28日（金）正午       議案・所信表明質疑通告締切 

   12月４日（木）午前10時00分から 本会議（第２日） 

     ５日（金）午前10時00分から 本会議（第３日） 

     ８日（月）午前９時30分から 総務産業常任委員会 

     ９日（火）午前９時30分から 文教民生常任委員会 

     10日（水）午前９時30分から 予算常任委員会 

     11日（木）         委員会予備日 

          正午       一般質問通告締切 

     15日（月）正午       討論通告締切 

     （一般質問の通告数等により、午後１時30分から議会運営委員会を開催） 

     18日（木）午前９時30分から 議員協議会 

          午前10時00分から 本会議（第４日） 

     19日（金）午前10時00分から 本会議（第５日） 

     22日（月）         予備日 

     23日（火）午前９時30分から 議会運営委員会 

 ⑵ 会期 

   11月27日（木）から12月22日（月）までの26日間 

 

３ 会議録署名議員 

  第１日  ３番 巽   泰 議員  14番 浅田 康子 議員 

  第２日  ４番 長谷川智春 議員  13番 高瀬  洋 議員 

  第３日  ５番 藤原 秀樹 議員  11番 吉井 敏恭 議員 

  第４日  ６番 岸本 年裕 議員  10番 高瀬 弘行 議員 

  第５日  ７番 藤原 哲也 議員  ９番 森脇 久夫 議員 



 

４ 議案質疑及び所信表明に対する質疑締切 

  11月28日（金） 正午 

 

５ 一般質問通告締切 

  12月11日（木） 正午 

 

６ 討論通告締切 

  12月15日（月） 正午 

 

７ その他 

 ・12月３日（水） 

  総務産業常任委員会 請求資料配布及びその他質疑締切 

 ・12月４日（木） 

文教民生常任委員会 請求資料配布及びその他質疑締切 いずれも17時 

 ・12月５日（金） 

予算常任委員会 請求資料配布 

 

 

 

  

 ⑴ ファクトチェック等が必要なもの    通告時まで 

 ⑵ 資料に基づき理事者の見解等を問うもの 通告時まで 

 ⑶ 紙コピーして配布が必要なもの     質問日３日前の正午まで 

 ⑷ データ配布のみのもの         質問日２日前の正午まで 

⑸ 持ち込み（誰にも配布しない）     質問当日９時まで 

 

「一般質問に係る資料の取扱いについて」 



（別紙）第 111回西脇市議会定例会（令和７年12月） 【１】

11月27日（木 ） 12月４日（木） ５日（金） ８日（月） ９日（火） 10日(水) 18日(木) 19日(金) 22日(月)
午前10時 午前10時 午前10時 午前９時30分 午前９時30分 午前９時30分 午前10時 午前10時 午前10時
本会議 本会議 本会議 総務産業 文教民生 予算 本会議 本会議 予備日

西監報第13号 例月出納検査の結果について（報告）
11月臨時会
報告済み

（調　査）

西監報第14号 例月出納検査の結果について（報告） 〃 （　〃　）

― 所信表明 説　明 質 疑

議 案 第 70 号
西脇市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について

提案説明
質疑～

委員会付託
…………… ……○…… ……………

委員長報告
～採決

議 案 第 71 号 西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 72 号
西脇市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改
正する条例の制定について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 73 号 令和７年度西脇市一般会計補正予算（第４号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 74 号 令和７年度西脇市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 75 号
令和７年度西脇市立学校給食センター特別会計補正予算（第２
号）

〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 76 号 令和７年度西脇市公営墓地特別会計補正予算（第１号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 77 号 令和７年度西脇市介護保険特別会計補正予算（第３号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 78 号 令和７年度西脇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 79 号 令和７年度西脇市水道事業会計補正予算（第１号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 80 号 令和７年度西脇市下水道事業会計補正予算（第１号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 81 号 令和７年度西脇市病院事業会計補正予算（第１号） 〃 〃 …………… …………… ……○…… 〃

議 案 第 82 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 提案説明・即決

議 案 第 83 号 西脇市名誉市民の決定について 〃

議 案 第 84 号 西脇市副市長の選任について 〃

議 案 第 85 号 西脇市監査委員の選任について 〃

議 案 第 86 号 西脇市公平委員会委員の選任について 〃

議 案 第 87 号 西脇市教育委員会委員の任命について 〃

議 案 第 88 号 西脇市市民交流施設の管理に係る指定管理者の指定について 提案説明
質疑～

委員会付託
…………… ……○…… ……………

委員長報告
～採決

議 案 第 89 号
西脇市コミュニティセンター西脇区会館の管理に係る指定管理
者の指定について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 90 号
西脇市コミュニティセンター日野地区会館の管理に係る指定管
理者の指定について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 91 号
西脇市コミュニティセンター重春・野村地区会館の管理に係る
指定管理者の指定について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 92 号
西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館の管理に係る指定管理者の
指定について

〃 〃 …………… ……○…… …………… 〃

議 案 第 93 号
西脇市土づくりセンターの管理に係る指定管理者の指定につい
て

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 等 件　　　　　　名



【２】

11月27日（木 ） ４日（木） ５日（金） ８日（月） ９日（火） 10日(水) 18日(木) 19日(金) 22日(月)
午前10時 午前10時 午前10時 午前９時30分 午前９時30分 午前９時30分 午前10時 午前10時 午前10時
本会議 本会議 本会議 総務産業 文教民生 予算 本会議 本会議 予備日

議 案 第 94 号
西脇市立北はりま農産物直売所の管理に係る指定管理者の指定
について

提案説明
質疑～

委員会付託
……○…… …………… ……………

委員長報告
～採決

議 案 第 95 号
北はりま田園空間博物館総合案内所の管理に係る指定管理者の
指定について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

議 案 第 96 号
北はりま定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定
の締結について

〃 〃 ……○…… …………… …………… 〃

号 外 13 西脇市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 選　　挙

号 外 14 兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 選　　挙

― 西脇市議会議員の派遣について 議長提案・即決

― 総務産業常任委員会所管事項の閉会中継続審査の申出について
委員長申出

・即決

― 文教民生常任委員会所管事項の閉会中継続審査の申出について 〃

― 議会運営委員会所管事項の閉会中継続審査の申出について 〃

― 一般質問 ○ ○

議 案 等 件　　　　　　名
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第 111 回市議会定例会提出議案 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｒ７．11．20告示） 

 
議 案 等 議　　　　　案　　　　　名 内　　　　　　　容 提案説明者

 議案第70号 西脇市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について

児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める。
教育創造部長

 議案第71号 西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

組織及び事務分掌の改正
総務部長

 議案第72号 西脇市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について

西脇市特別職報酬等審議会の答申に基づき、特

別職の給料及び議員の報酬を改定する。
〃

 議案第73号 令和７年度西脇市一般会計補正予算（第４号） 所要の補正
副 市 長

 議案第74号 令和７年度西脇市国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号）

所要の補正
〃

 議案第75号 令和７年度西脇市立学校給食センター特別会計補正

予算（第２号）

所要の補正
〃

 議案第76号 令和７年度西脇市公営墓地特別会計補正予算 

（第１号）

所要の補正
〃

 議案第77号 令和７年度西脇市介護保険特別会計補正予算 

（第３号）

所要の補正
〃

 議案第78号 令和７年度西脇市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）

所要の補正
〃

 議案第79号 令和７年度西脇市水道事業会計補正予算（第１号） 所要の補正
建設水道部長

 議案第80号 令和７年度西脇市下水道事業会計補正予算 

（第１号）

所要の補正
〃

 議案第81号 令和７年度西脇市病院事業会計補正予算（第１号） 所要の補正
病院事務局長

 議案第82号 人権擁護委員の候補者の推薦について 任期満了に伴う委員候補者の推薦
市　　長

 議案第83号 西脇市名誉市民の決定について 西脇市名誉市民の決定について、西脇市名誉市

民条例第２条の規定に基づき、議会の同意を求

める。

〃

 議案第84号 西脇市副市長の選任について 西脇市副市長を選任する。
〃

 議案第85号 西脇市監査委員の選任について 任期満了に伴う後任委員の選任
〃

 議案第86号 西脇市公平委員会委員の選任について 任期満了に伴う後任委員の選任
〃

 議案第87号 西脇市教育委員会委員の任命について 任期満了に伴う後任委員の任命
〃

 議案第88号 西脇市市民交流施設の管理に係る指定管理者の指定

について

西脇市市民交流施設の管理について、地方自治

法第 244条の２第６項の規定に基づき、指定管

理者を指定する。

教育管理部長

 議案第89号 西脇市コミュニティセンター西脇区会館の管理に係

る指定管理者の指定について

西脇市コミュニティセンター西脇区会館の管理

について、地方自治法第 244条の２第６項の規

定に基づき、指定管理者を指定する。

都市経営部長
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 議案第90号 西脇市コミュニティセンター日野地区会館の管理に

係る指定管理者の指定について

西脇市コミュニティセンター日野地区会館の管

理について、地方自治法第 244条の２第６項の

規定に基づき、指定管理者を指定する。

都市経営部長

 議案第91号 西脇市コミュニティセンター重春・野村地区会館の

管理に係る指定管理者の指定について

西脇市コミュニティセンター重春・野村地区会

館の管理について、地方自治法第 244条の２第

６項の規定に基づき、指定管理者を指定する。

〃

 議案第92号 西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館の管理に係る指

定管理者の指定について

西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館の管理につ

いて、地方自治法第 244条の２第６項の規定に

基づき、指定管理者を指定する。

福祉部長

 議案第93号 西脇市土づくりセンターの管理に係る指定管理者の

指定について

西脇市土づくりセンターの管理について、地方

自治法第 244条の２第６項の規定に基づき、指

定管理者を指定する。

産業活力 

再生部長

 議案第94号 西脇市立北はりま農産物直売所の管理に係る指定管

理者の指定について

西脇市立北はりま農産物直売所の管理について、

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき、

指定管理者を指定する。

〃

 議案第95号 北はりま田園空間博物館総合案内所の管理に係る指

定管理者の指定について

北はりま田園空間博物館総合案内所の管理につ

いて、地方自治法第 244条の２第６項の規定に

基づき、指定管理者を指定する。

〃

 議案第96号 北はりま定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更する協定の締結について

多可町と締結している協定の一部を変更する。
市長公室長

  



第 111 回市議会提出補正予算案の概要

歳入歳出予算 （単位　千円）

会　計　名 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補 正 予 算 の 主 な 内 容

一般会計（第４号） 24,752,957 129,278 24,882,235 名誉市民称号贈呈事業 122

財調基金管理事業 15,700

ふるさと寄附促進事業 1,000

鉄道利用促進事業 786

地域振興基金積立事業 1,300

移住支援事業 100

減債基金管理事業 500

公共施設整備基金事業 1,800

情報システム運用事業 6,513

マイナンバーカード交付事業 △ 103

選挙一般事務経費 △ 1,630

地域福祉基金事業 500

国保会計繰出事業（人件費等） 3,703

介護・訓練等給付事業 76,487

補装具費給付事業 2,000

手話通訳者等派遣事業 165

障害者移動支援事業 192

介護保険特別会計繰出金 859

後期高齢者医療事業 △ 4,056
低所得のひとり親世帯等物価高騰対策
特別給付金事業 18,645

生活保護事業 46,000

播磨内陸医務事業組合負担金 4,202

子育て支援事業（母子保健事業における） 210

環境基金積立事業 150

水道事業会計負担金 △ 38

上水道出資事業 5,700
農業次世代人材投資資金（経営開始
型）交付事業 750

ナガエツルノゲイトウ防除事業 480

市営土地改良事業 15,840

田園空間総合案内所運営管理事業 11,387

森林環境譲与税事業 30

林業一般事務経費 10

土木総務一般事務経費 584

各種負担金 50

都市計画一般事務経費 19

公園維持管理事業（体育施設） 500
日本のへそ日時計の丘公園管理運営事業 100

下水道事業会計負担金 △ 4,051

課外教育活動補助事業 1,521

小学校施設営繕事業 4,350

中学校施設営繕事業 3,300

天神池スポーツセンター管理運営事業 △ 79,530

学校給食センター特別会計繰出金 7,811

市債償還事業（元金） 17,087

市債償還事業（利子） 3,533

人件費 △ 21,980

1



人件費（議員） 540

人件費（会計年度） △ 13,860

合　　　　計 129,278

（財源内訳）

　特定財源 131,000

　一般財源所要額 △ 1,722

【債務負担行為の追加】

コミュニティセンター西脇区会館指定管理料　　　　　　　　　R８～12　 50,624千円

コミュニティセンター日野地区会館指定管理料　　　　　　　　R８～12　 23,240千円

コミュニティセンター重春・野村地区会館指定管理料　　　　　R８～12　 57,978千円

総合福祉センター萩ケ瀬会館指定管理料　　　　　　　　　　　R８～12　 29,877千円

土づくりセンター指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　R８～12　 45,000千円

北はりま田園空間博物館総合案内所指定管理料　　　　　　　　R８～12　 74,500千円

第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画策定業務委託料　R８　　　　5,478千円

高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務委託料　　R８　　　　5,720千円

地域包括支援センター運営業務委託料　　　　　　　　　　　　R８～10　106,662千円

小型動力ポンプ積載車購入費（上比延部）　　　　　　　　　　R８　　　 10,582千円

小型動力ポンプ購入費（上比延部）　　　　　　　　　　　　　R８　　　　2,200千円

交通安全施設整備工事費         　 　　　　　　　　　　　　R８　　　  4,000千円　

道路改良工事費          　　　　　　　　　　　　　　　　　R８　　　  5,000千円

道路舗装工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R８　　　　4,000千円

市単独排水路整備工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　R８　　　　3,000千円　

学校施設修繕工事費（中学校費）　　　　　　　　　　　　　　R８　　　　6,500千円

西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施設計等業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R８～９　300,000千円

特別会計 11,028,176 42,272 11,070,448

国民健康保険特別会計（第２号）

3,939,742 18,120 3,957,862 国保一般事務経費 3,965

国県支出金等返納事業 13,109

財調基金管理事業 500

人件費 546

学校給食センター特別会計（第２号）

327,266 6,187 333,453 給食事業 5,612

人件費 △ 56

給食一般事務経費（会計年度） 631

【債務負担行為の追加】

配送業務委託料　　R８～10　　49,500千円

公営墓地特別会計（第１号）

7,348 300 7,648 高松霊園管理事業 300
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介護保険特別会計（第３号）

5,355,068 △ 4,478 5,350,590 介護保険一般事務経費 1,804

介護認定調査事業 △ 7,239

居宅介護福祉用具購入事業 300

居宅介護住宅改修事業 2,100

地域密着型介護サービス給付事業 △ 7,500

地域密着型介護予防サービス給付事業 1,500

高額介護サービス事業 3,600

介護保険財政調整基金管理事業 1,000

人件費 △ 43

【債務負担行為の追加】

地域包括支援センター運営業務委託料（認知症地域支援）　　R８～10　 21,288千円

後期高齢者医療特別会計（第２号）

785,549 22,143 807,692 後期高齢者医療広域連合納付事業 22,547

人件費 △ 404

【企業会計】

水道事業会計（第１号）　　

人件費 △4,444千円

配水設備工事費ほか 81,973千円

【債務負担行為の追加】

市原町配水管布設替工事費　R８　30,000千円

下水道事業会計（第１号）

人件費 △4,090千円

病院事業会計（第１号）

人件費 △158,678千円
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   【令和７年11月21日 議会運営委員会資料】 

第 111回市議会定例会提出議案の概要 
 

 

◆議案第70号 西脇市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

 １ 制定の理由 

   児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める必要があるため。 

 ２ 制定の概要 

   乳児等通園支援事業の設備及び運営に関して、「乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」に定める基準に原則

従うこととするが、次の事項については、市の独自基準として定める。 

  ⑴ 平成26年に制定した「西脇市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例」において、一部県の基準に準じていることから、同府

令第25条第４号中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

26年厚生労働省令第61号）」とあるのは、「西脇市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年西脇市条例第26号）」と

すること。 

  ⑵ 西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例の趣旨により暴力団等 

   を排除すること。 

 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

◆議案第71号 西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 １ 改正の理由 

   分掌事務の所属換えに伴い、改正を行う必要があるため。 

 ２ 改正の概要 

  ⑴ 「都市経営部」→「まちづくり部」 

  ⑵ 「財務に関すること」 

     ☛ まちづくり部→総務部 

  ⑶ 「農林土木に関すること」 

     ☛ 産業活力再生部→建設水道部 

  ⑷ 「都市計画に関すること」、「都市整備に関すること」、 

   「開発指導に関すること」及び「公営住宅及び建築に関すること」 

     ☛ 建設水道部→まちづくり部 

 ３ 施行期日 

   令和８年４月１日 
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◆議案第72号 西脇市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について 

 １ 改正の理由 

   西脇市特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長、副市長等の給料の額及

び議会議員の議員報酬の額の改定を行うため。 

 ２ 改正の概要 

   市長、副市長、教育長、病院事業管理者の給料及び議会議員の議員報酬を

次の表のとおり改定する。 

職  名 改定前 改定後 改定額 

市  長 921,000円 948,000円 27,000円増 

副 市 長 750,000円 772,000円 22,000円増 

教 育 長 665,000円 676,000円 11,000円増 

議  長 465,000円 479,000円 14,000円増 

副 議 長 408,000円 420,000円 12,000円増 

議  員 370,000円 381,000円 11,000円増 

病院事業管理者 750,000円 772,000円 22,000円増 

 ３ 施行期日 

   令和８年１月１日 

 

◆議案第73号 令和７年度西脇市一般会計補正予算（第４号） 

 ・名誉市民称号贈呈事業 

・低所得のひとり親世帯等物価高騰対策特別給付金事業 

・ナガエツルノゲイトウ防除事業 

・市営土地改良事業 

・田園空間総合案内所運営管理事業 

・人件費 

・上記のほか、所要の補正（債務負担行為を含む。） 

 

◆議案第74号 令和７年度西脇市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 ・人件費ほか所要の補正 

 

◆議案第75号 令和７年度西脇市立学校給食センター特別会計補正予算（第２号） 

 ・人件費ほか所要の補正（債務負担行為を含む。） 

 

◆議案第76号 令和７年度西脇市公営墓地特別会計補正予算（第１号） 

 ・所要の補正 

 

◆議案第77号 令和７年度西脇市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 ・人件費ほか所要の補正（債務負担行為を含む。） 
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◆議案第78号 令和７年度西脇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 ・人件費ほか所要の補正 

 

◆議案第79号 令和７年度西脇市水道事業会計補正予算（第１号） 

 ・人件費ほか所要の補正（債務負担行為を含む。） 

 

◆議案第80号 令和７年度西脇市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 ・人件費の補正 

 

◆議案第81号 令和７年度西脇市病院事業会計補正予算（第１号） 

 ・人件費の補正 

 

◆議案第82号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 ・委員９人のうち４人が任期満了 

  ⑴ 大内  尚 （新） 

  ⑵ 笹倉 和史 （新） 

  ⑶ 藤原 祥介 （新） 

  ⑷ 古家 彰浩 （新） 

 ・任期：３年 

 

◆議案第83号 西脇市名誉市民の決定について 

 ・十倉 雅和 

 

◆議案第84号 西脇市副市長の選任について 

 ・藤原 良規 （再） 

 

◆議案第85号 西脇市監査委員の選任について 

 【識見を有する者】 

 ・棚倉 和久 （再） 

 ・任期：４年 

 【議員のうちから選任する者】 

 ・浅田 康子 

 ・任期：議員の任期による 

 

◆議案第86号 西脇市公平委員会委員の選任について 

 ・委員３人のうち、１人が任期満了 

 ・藤原 都子（新） 

 ・任期：４年 

 



- 4 - 

◆議案第87号 西脇市教育委員会委員の任命について 

 ・委員４人のうち１人が任期満了 

 ・和多 眞乘（再） 

 ・任期：４年 

 

◆議案第88号 西脇市市民交流施設の管理に係る指定管理者の指定について 

 ・引き続き「株式会社ケイミックスパブリックビジネス」を指定管理者に指定

する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間 

 

◆議案第89号 西脇市コミュニティセンター西脇区会館の管理に係る指定管理者

の指定について 

 ・引き続き「西脇区」を指定管理者に指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行 

  為あり） 

 

◆議案第90号 西脇市コミュニティセンター日野地区会館の管理に係る指定管理

者の指定について 

 ・引き続き「日野地区コミュニティセンター管理運営委員会」を指定管理者に 

  指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行 

  為あり） 

 

◆議案第91号 西脇市コミュニティセンター重春・野村地区会館の管理に係る指

定管理者の指定について 

 ・引き続き「重春・野村地区交流推進委員会」を指定管理者に指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行 

  為あり） 

 

◆議案第92号 西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館の管理に係る指定管理者の指

定について 

 ・引き続き「社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会」を指定管理者に指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行

為あり） 

 

◆議案第93号 西脇市土づくりセンターの管理に係る指定管理者の指定について 

 ・引き続き「みのり農業協同組合」を指定管理者に指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行

為あり） 
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◆議案第94号 西脇市立北はりま農産物直売所の管理に係る指定管理者の指定に

ついて 

 ・引き続き「株式会社 北はりま旬菜館」を指定管理者に指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間 

 

◆議案第95号 北はりま田園空間博物館総合案内所の管理に係る指定管理者の指

定について 

 ・引き続き「特定非営利活動法人 北はりま田園空間博物館」を指定管理者に

指定する。 

 ・期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間（債務負担行

為あり） 

 

◆議案第96号 北はりま定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の

締結について 

 １ 変更の理由 

   北はりま定住自立圏（西脇市・多可町で構成）において、構成市町が連携

して取り組む事項を変更するため、北はりま定住自立圏形成協定の一部を変

更する協定を締結する。 

 ２ 変更の概要 

  ⑴ 取組事項の追加 

    「雇用の促進及び就業支援」、「圏域内市町の職員等の交流」を新たに 

   追加 

  ⑵ 取組事項の削除 

    これまでの取組を踏まえ、「上下水道業務の連携」、「環境・エネルギ 

   ー対策の推進」を削除 

  ⑶ 取組事項の一部変更及び国の要綱に基づく再編 

   ア 広域連携の必要性やこれまでの取組を踏まえ、複数の協定内容の変更 

   イ 国の定住自立圏推進要綱等に従い、取組事項の構成の見直し 

 ３ 今後の予定 

  ⑴ 構成市町の議会での議決後に変更協定を締結（令和７年12月以降） 

  ⑵ 年度末を目途に第４次北はりま定住自立圏共生ビジョン 

    （計画期間：令和８年度～令和12年度）を策定 


